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消費税改正対応

※製品仕様について、7/29時点になります。予告なく変更する可能性がございますのでご了承くださいませ。



© ITCS CO,.LTD 2

消費税増税改正について①

2019年10月より消費税率が10％に引き上げられます

消費税改正に伴う重要なポイントは２点です。

Point1 軽減税率

消費税の増税によって、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなることを防ぐために、

「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」

という考え方に基づき、特定の品目に対しては軽減税率（8%）が適用されます。
その中でも特に「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されていますので注意が必要です。

Point2 経過措置

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる各種取引に対して適用されますが、

適用開始日以後に行われる一部の取引（請負工事や資産の貸付など）については、

改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。
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消費税改正②

5% 5%(経過措置)

8% 8%(経過措置)

10%

8%

2種類の消費税率8%(軽減税率・経過措置)を区別する必要があります

2014.4 2019.10 2023.10

税率

軽減税率（飲食料品(外食、酒類除く)、新聞）

2019年10月以降、8.0%が適用される取引は、「①軽減対象課税」と「②経過措置」の2種類です。

この2種類の8.0%を区別する必要があります。

2種類の8.0％のうち「①軽減対象課税」の取引は、その旨を帳簿に記載する必要があります。

２種類の8.0%
①軽減税率（国：6.24%,地方：1.76%）

②経過措置（国：6.3%,地方：1.7%）
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軽減税率について

■軽減税率の対象となる品目

軽減税率の対象製品は①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)、

②週2回以上発行される新聞(定期購読に限る)です。
新聞

週2回以上発行される新聞
(定期購読されるものに限る)

出張料理など

有料老人ホームで
提供される
飲食料品

飲食料品

持ち帰りのための容器に入れ、
または包装を施して行う飲食料品
・牛丼屋のテイクアウト
・コンビニの弁当
※イートインスペースで飲食する場合は標準税率

外食
・牛丼屋などでの室内飲食
・フードコートでの飲食

酒類

医療品
医薬部外品

一体商品

飲食に用いられる
設備（椅子・机）
のある場所において、
飲食料品を飲食さ
せるサービス

1万円(税抜)以下の少額のもので、
価格のうちに軽減税率の対象となる商品の占
める割合が2/3以上である場合に限り、
全体が軽減税率の対象となります。

対象外品目・・・標準税率10%対象品目・・・軽減税率8%
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経過措置について

項目 内容

旅客運賃等
2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金のうち、2014年4月1日
から2019年9月30日までの間に領収しているもの

電気料金等
継続供給契約に基づき、2019年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019
年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

請負工事等
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事（製造を含みます。）に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、設計及びソフト
ウェアの開発等に係る請負契約を含みます。）に基づき、2019年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡
等

資産の貸付け
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを
行っている場合（一定の要件に該当するものにかぎります。）における、2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付け

指定役務の提供

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めるこ

とができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約（割賦販売法に規定する前払式特定取引に係
る契約のうち、指定役務の提供（＊）に係るものをいいます。）に基づき、2019年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約
の内容が一定の要件に該当する役務の提供
＊「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

予約販売に係る書籍等
2019年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年10月1日前
に領収している場合で、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

特定新聞
不特定多数のものに週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年10月1日前であ
るもののうち、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合にお
いて、2019年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以後に行われる商品の販売
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

有料老人ホーム
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約（入居期間中の介護料金が入居一時金として支
払われるなど一定の要件を満たすものにかぎります。）に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている
場合における、2019年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

特定家庭用機器再商品化法

（家電リサイクル法）に規定する再
商品化等

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年10月1日前に領収してい
る場合（同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。）で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以後に行わ
れるもの
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記載項目 記載項目 記載項目

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名または名称

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名
または名称

・軽減税率の対象品目
である旨
・税率ごとに合計した
対価の額

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名
または名称

・軽減税率の対象品目
である旨
・税率ごとに合計した
対価の額
・税率ごとの消費税適格
請求書発行事業者
登録番号

請求書等の入力方式の変化

請求書等保存方式
適格請求書等保存方式
（インボイス方式）

区分記載請求書等保存方式

2019年10月1日 2021年10月1日 2023年10月1日

軽減税率制度開始 適格請求書発行事業者
登録制度の申請開始

インボイス方式開始

④適格請求書発行事業者
の登録番号

①軽減税率の対象品目で
ある旨

③税率ごとの消費税
②税率ごとに合計した

対価の額
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ManageOZO3対応内容

対応①税率8%(軽)、10%の税率を使うことができます。

[経費運用設定]-[科目設定]-[使途設定],[使途設定(業者払)]

[経費運用設定]-[科目設定]-[勘定科目設定]
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[経費運用設定]-[出張手当設定]

[経費管理]-[仕訳管理]-[仕訳伝票登録]
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対応②出張精算申請/出張手当にて税率を変更できるようになります

■バージョンアップ前

■バージョンアップ後
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対応③奉行(増税対応後)へ仕訳データ転送を行えます

・転送データの借方/貸方両方に税率種別を追加

０：標準、１：軽減

■仕訳データ転送を利用のお客様

バージョンアップ時にERP連携設定にて増税対応版にすでに連携されている場合は

仕訳データ転送に自動で税率種別が追加されます

■汎用データ

[経費運用設定]-[仕訳設定]-[出力パターン設定]にて

税率種別の項目を追加

※奉行の増税対応版にした際に追加してください

バージョンアップ後に奉行を増税対応版にした場合はERP連携設定にて編集から
再度登録ボタンを押下してください
※各パスワードはセットアップ通知書に記載されております
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誰が いつ 何をする

施行前 経過措置用の使途を勘定科目を税率8％で作成

＜対象画面＞
経費運用設定＞科目設定＞使途設定、使途設定(業者払)、勘定科目設定
経費運用設定＞出張手当設定

随時 経過措置対象の申請の場合、経過措置用の使途等を使用する

ManageOZO3-経過措置対応①-

[経費運用設定]-[科目設定]-[使途設定]にて

経過措置用(税率8%)の使途を作成
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ManageOZO3-経過措置対応②-

[ワークフロー]-[新規申請]にて経過措置の使途を使用した申請書を作成する

申請内容確認時に上記の
メッセージが表示されますが
OKで進んでください
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ManageOZO3-軽減税率①-

誰が いつ 何をする

施行前 軽減税率用の使途等を作成する または 既存の使途の税率を自動(軽減)に変更する

税率は「8.0%軽」もしくは「自動(軽減)」を設定する
※自動(軽減)は施行日前後で8.0％標準⇔8.0％軽減が切り替わる
＜対象画面＞

経費運用設定＞科目設定＞使途設定、使途設定(業者払)、勘定科目設定
経費運用設定＞出張手当設定

随時 計上日と明細日付が施行日より前の場合
ワークフローで新税率を選べない
税率自動(軽減)の使途を選択した場合、標準の8.0%が選ばれる

計上日と明細日付が施行日以降の場合
ワークフローで新税率を選べる
税率自動(軽減)の使途を選択した場合、8.0%軽が選ばれる
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ManageOZO3-軽減税率②-

[経費運用設定]-[科目設定]-[使途設定]にて

軽減税率用の(税率8%)の使途を作成

現在の設定

増税対応
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ManageOZO3-軽減税率③-

[ワークフロー]-[新規申請]にて申請書を作成する

施行日前は標準の8%で税率が自動で計算される

同じ標準の8%なので仕訳は集計される

申請書

仕訳
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ManageOZO3-軽減税率④-

施行日後は軽減税率で計算される

税率が異なるため分けて表示される

申請書

仕訳
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Q 出張手当を課税/税率（自動）にしている場合、増税後はどうなる？

A 計上日に合わせて税率を決定しております。

施行前 施行後
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Q 申請時の税率のチェックはどうなる？

A 申請時には以下のチェックを行っております

計上日≧税率の施行日の場合

例）2019年10月1日の計上日で明細で８％の税率選択がある場合

「旧税率が選択されています。よろしいですか？。」

→OK:処理継続、キャンセル：処理中断
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計上日<税率の施行日の場合

例）2019年９月30日の計上日で明細で10%の税率選択がある場合

「計上日に対して税率が不正です。」

→処理中止
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※支払申請のみ

計上日<税率の施行日の場合（使用用途（業者払）の貸方に設定）

例）2019年９月27日の計上日で明細で10%の税率選択がある場合

「計上日に対して選択されている使途が不正です。」

→処理中止



© ITCS CO,.LTD 21

Q 承認時に計上日を変更したらどうなる？

A 税率変更日をまたぐ計上日の変更はできないようになっております。

例）申請が税率8％の9/25にて申請し、承認時に計上日を10/2に変更しようとした場合・・・

エラーが出て承認できないよう制御されております
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Q 税率が自動に設定している場合、どうなる？

➀計上日：施行前、明細日：施行前

→8％が設定される

②計上日：施行前、明細日：施行後

→10％が設定される

申請時にエラーが出て
申請ができないよう制限がかかってます
P.19参照
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③計上日：施行後、明細日：施行前

→8％が設定される

④計上日：施行後、明細日：施行後

→10％が設定される


